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武力攻撃事態等への対処
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第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合には、当初、その被 

害の原因が明らかではないことも多いと考えられ、市は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われ 

る前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処 

が必要となる。 

また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供され 

た場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となること 

も考えられる。 

このため、このような事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析し 

て、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくために初動体制について定める。 

第１ 事態認定前における緊急連絡本部の設置及び初動措置（法第29条第11項、基第３章第２節５） 

１ 市の危機管理初動体制 

市は、危機の内容を踏まえて、次の対応をとる。 

Ａ 大規模な事故災害など「神栖市地域防災計 

画」の想定に該当する場合 

防災担当課が災害対策本部設 

置等の対応を行う 

Ｂ Ａ以外の危機で市民の生命や財産などに重大 

な被害・損失を与える緊急事態発生のおそ 

れ、又は緊急事態が生じたとき。 

国民保護担当課が情報収集な 

ど適切な対応を行う 

(注) 災害対策基本法に基づく対処は、対象となる被害の原因が明らかでない又は武力攻撃によるもので 

ない場合であり、かつ、その被害の態様が同法に規定する災害に該当する場合に限る。 

２ 緊急連絡本部の設置 

(1) 市長は、上記１のＢに該当する場合で、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事 

案の発生を把握した場合においては、速やかに、県及び県警察に連絡を行うとともに、市として的 

確かつ迅速に対処するため、緊急体制をとり「緊急連絡本部」を設置する。 

「緊急連絡本部」の構成は、次のとおりとする。 

本部長 市長 

副本部長 副市長 教育長 消防長 生活環境部長 

本部員 
総務部長 議会事務局長 波崎総合支所長 会計管理者 企画部長 健康福祉部長 

都市整備部長 産業経済部長 教育部長 

(2) 「緊急連絡本部」は、消防機関及び消防機関以外の関係機関を通じて当該事案に係る情報収集 

に努め、国、県、関係する指定公共機関、指定地方公共機関等の関係機関に対して迅速に情報提供 

を行うとともに、緊急連絡本部を設置した旨について、県に連絡を行う。 

この場合、緊急連絡本部は、迅速な情報の収集及び提供のため、現場における消防機関との通信 

を確保する。 

３ 事態認定前における初動措置の確保 

市は、「緊急連絡本部」において、各種の連絡調整に当たるとともに、現場の消防機関による消防
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法（昭和23年法律第186号）に基づく火災警戒区域又は消防警戒区域の設定あるいは救助・救急の活 

動状況を踏まえ、必要により、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）等に基づく避難の指示、警 

戒区域の設定、救急救助等の応急措置を行う。また、市長は、国、県等から入手した情報を消防機関 

等へ提供するとともに、必要な指示を行う。 

市は、警察官職務執行法（昭和23年法律第136号）に基づき、警察官が行う避難の指示、警戒区域 

の設定等が円滑になされるよう、緊密な連携を図る。 

また、政府による事態認定がなされ、市に対し、市対策本部の設置の指定がない場合においては、 

市長は、必要に応じ国民保護法に基づき、退避の指示、警戒区域の設定、対策本部設置の要請などの 

措置等を行う。 

４ 関係機関への支援の要請 

市長は、事案に伴い発生した災害への対処に関して、必要があると認めるときは、県や他の市町村 

等に対し支援を要請する。 

第２ 対策本部への移行に要する調整（基第３章第２節５） 

「緊急連絡本部」を設置した後に政府において事態認定が行われ、市に対し、市対策本部を設置す 

べき市の指定の通知があった場合については、直ちに市対策本部を設置して新たな体制に移行すると 

ともに、「緊急連絡本部」は廃止する。 

第３ 災害対策基本法との関係 

災害対策基本法は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態に対処することを想定した法律ではないこと 

にかんがみ、多数の人を殺傷する行為等の事案に伴い発生した災害に対処するため、災害対策基本法 

に基づく災害対策本部が設置された場合において、その後、政府において事態認定が行われ、市対策 

本部を設置すべき市の指定の通知があった場合には、直ちに市対策本部を設置し、災害対策本部を廃 

止するものとする。また、市対策本部長は、市対策本部に移行した旨を市関係部課等に対し周知徹底 

する。 

市対策本部の設置前に災害対策基本法に基づく避難の指示等の措置を講じている場合には、既に講 

じた措置に代えて、改めて国民保護法に基づく所要の措置を講ずるなど必要な調整を行うものとす 

る。
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※１ 事態認定と本部設置指定は、同時の場合も多いと思われるが、事態に応じて追加で本部設置指定する場合 

は、事態認定と本部設置指定のタイミングがずれることになる。 

※２ 災害対策基本法上の災害とは、自然災害のほか、大規模な火災・爆発、放射性物質の大量放出、船舶等の 

事故等とされている。 

第４ 武力攻撃等の兆候に関する連絡があった場合の対応 

市は、国から県を通じて、警戒態勢の強化等を求める通知や連絡があった場合や武力攻撃事態等の 

認定が行われたが、市に関して対策本部を設置すべき指定がなかった場合等において、市長が不測の 

事態に備えた即応体制を強化すべきと判断した場合には、緊急連絡本部を設置して、即応体制の強化 

を図る。 

この場合において、市長は、情報連絡体制の確認、職員の参集体制の確認、関係機関との通信・連 

絡体制の確認、生活関連等施設等の警戒状況の確認等を行い、市の区域において事案が発生した場合 

に迅速に対応できるよう必要に応じ全庁的な体制を構築する。 

事案覚知等 事態認定 本部設置指定※１ 

体
 

制
 

対
 
処
 
措
 
置
 

市緊急連絡本部 
市国民保護 
対策本部体制 

国民保護措置 
（例）警報伝 
達、避難実施 
要領の作成、 
避難住民の誘 
導など 

国民保護法等に基づく措置 
（例）退避の指示、警戒区域の設定 

本部設置前は 
本部設置指定要請 

〈被害の態様が災害対策基本法上の災害 
に該当※２〉 
災害対策基本法に基づく災害対策本部が 
設置可能 

消防法等に基づく措置 
（例）消防警戒区域設定、救急業務 

〈被害の態様が災害対策基本法上の災 
害に該当〉 
災害対策基本法に基づく各種対処措置 
が実施可能 
（例）避難の指示、警戒区域設定、物 

件の除去


